
◆目的
建設現場を働きやすい環境とする取組の一環として、誰もが快適に使用できる仮設トイレ「快適トイレ」の

設置を行い、現場環境の改善を図る。

建設現場における快適トイレ設置の試行について

◆対象工事
建設交通部が発注する全ての土木工事を対象とする。ただし、以下に該当する工事は本要領の対象外とする。

(１)通年維持工事等の単価契約で行う工事
(２)災害復旧工事(応急工事を含む)
(３)その他、発注者が快適トイレの設置がなじまないと判断した工事 快適トイレのイメージ
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